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投資一任契約に係る議決権等行使指図に関するアンケート集計結果の件 
 
 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 
さて、本年 7 月に当協会投資一任会員に対して実施した、標記アンケートの

集計結果が別紙のとおりまとまりましたので、概要をご案内申し上げます。 
 
当協会は、投資一任会員の議決権等行使指図について、昨年 4 月、自主規制

規則「投資一任契約に係る議決権等行使指図の適正な行使について」を制定し

ております。本アンケートは、投資一任会社の議決権等行使指図に関する内部

体制や行使状況について現状把握を行うために実施したもので、昨年 10 月に続

き第 2 回となります。 
 

敬具 
 
本件に関するお問い合わせ先：協会事務局（広報担当） 高谷・水谷（03-3663-0505） 

 
 



 

投資一任契約に係る議決権等行使指図に関するアンケート結果の概要 
 
調査対象会社数         １２３社 
有効回答会社数          ９３社（国内株式を運用対象としない等 
                     の会員が除かれている。） 
調査基準日           平成１５年６月３０日 

対象となる株主総会の開催時期  平成１５年５月、６月開催分 
 なお、質問項目により回答会員数に違いがあるため、各項目ごとに回答会員

数を記載している。 
 
Ⅰ．自主規制規則の順守状況等について  
 
（議決権等行使指図を行う旨規定している契約件数の割合） 
１． 投資一任契約に、国内株式の議決権行使指図を行う旨規定している契約  

件数の割合は８６％と前回調査の７７％から上昇した。 
 

（スクリーニング基準・ガイドラインの作成状況） 
２． 議決権等行使指図にあたって、スクリーニング基準もしくはガイドライ    

ンを作成している会員は７６社（回答会員数９３社）であった。主なスク

リーニング基準は、取締役選任基準４５社、反社会的行為３５社、収益基

準３３社、監査役選任基準３０社（回答会員数５０社）で、前回調査との

比較では、取締役選任基準や反社会的行為の構成比が大きく上昇した。   

経営判断のスピード化や企業のガバナンス機能の強化を求める動きを受け、

取締役会のスリム化や社外取締役導入への関心が高まったほか、企業の不

祥事が重なったことなどがこれらの背景にあると考えられる。 
 
（厚生年金基金連合会策定の株主議決権行使基準） 
３． 本年２月に厚生年金基金連合会が「厚生年金基金連合会 株主議決権行

使基準」を策定しているが、この基準を参考にして自社のスクリーニング

基準の一部改訂を行った会員は１５社（回答会員数９３社）であった。 
 
（議決権等行使に係るコスト負担・業務量） 
４． 議決権等行使の社内体制を整備したことによりコスト負担増となった場

合、そのコスト負担増分を従来からのフィーでカバーできていない会員は、

３５社（回答会員数４９社の７１％）と前回調査の２２社（同３３社の６

７％）から増加した。 
また、議決権等行使指図に係る会員１社あたりの人日（人数×日数）も、

前回調査の１１５人日から３０８人日に大幅に増加した。 



（専任担当者の設置） 
５． 議決権等行使指図に係る専任担当者を通年で設置している会員は３５社

（回答会員数９２社）で、うち他業務を兼務している会員は３４社、兼務

していない会員は１社であった。兼務担当者の議決権等行使指図業務のウ

ェイトは１社あたり平均１３％であった。 
 

（議決権等行使指図に係る業務部門） 
６． 議決権等行使指図の判断の原案作成部門は、運用部門とする会員が５３

社、調査部門とする会員が２５社であった（回答会員数８９社）。また、判

断の決定権者は運用部門とする会員が４１社、特別に編成した議決権等行

使指図のための組織とする会員が２４社、社長・CIO とする会員が１０社

（同９０社）であった。 
 
Ⅱ．今年５・６月の株主総会における議決権行使状況  
 
（会社提出議案に対する反対・棄権の状況） 
７． 会社提出議案に対して反対・棄権をした会員は、５６社（回答会員数９

３社）と前回調査の４５社（同１１７社）から増加した。反対・棄権した

企業数は会員１社あたり平均８８企業（１社あたり平均企業数４４４企業

に対し２０％）と前回調査の３２企業（同４１４企業に対し８％）から増

加した。議案件数も、会員１社あたり平均１４６件（１社あたり平均議案

件数２，３７６件に対し６％）と前回調査の６７件（同２，２１４件に対

し３％）から増加した。 
反対・棄権した主な議案は、退職慰労金関係議案が４３社、利益処分案

関係議案および取締役選任関係議案が３７社、監査役選任関係議案が３０

社であった。また、商法改正により、株主総会特別決議の定足数の引下げ

が可能となったが、これを受けた定款等変更議案に対して反対・棄権をし

た会員が２１社と前回調査の２社から大幅に増加した。 
 
（株主提出議案への賛成の状況） 
８． 株主提出議案に対して賛成した会員は、３６社と前回調査の１７社から

増加した。賛成した企業数は会員１社あたり平均３企業（１社あたり平均

企業数９企業）、議案件数は会員１社あたり平均６件（同３７件）であった。 
 
（議決権等行使に際しての情報収集等） 
９． 招集通知の内容以外に追加の情報を企業あるいは他のソースから収集し

たとする会員は５３社（回答会員数８０社）であった。 
 また、事前に企業側から議案内容の説明があったとする会員は１０社（回

答会員数８１社）あったが、うち 8 社は、議決権等行使の方針決定に際し






